
「全日ステップアップトレーニング」のご案内

宅地建物取引業に初めて従事する方はもちろんのこと、多くの宅地建物取引業に従事する方にすぐに役立つ

研修です。平成２７年の改正により宅地建物取引業法には宅地建物取引業者として従業者教育の努力義務

規定が明記されました。「全日ステップアップトレーニング」を従業者教育の一環としてご活用ください。

注）振込手数料はお申込者様でご負担願います。なお、振込された受講料は、教材発注の都合上、定員を超えた場合を
除きキャンセルされても払い戻しいたしませんのでご了承ください。

受講料を
納入ください

受講申込書と振込を証
するもの（ＡＴＭご利用
明細書など）を同時に
協会にＦＡＸしてください

入金を確認後、
受講票をＦＡＸ
いたします

１限目：借地借家法と不動産賃貸借契約書の基礎知識

２限目：入居中、更新、退去、家賃滞納時のトラブル事例

（講師はともに弁護士）

＊研修後に当協会発行の

「修了証」を交付いたします。

講義内容（一日集中方式）

全日ステップアップトレーニング受講申込書 申込日：平成３０年 月 日

フリガナ
※修了証書作成のため
楷書にてはっきりと
記載してください。受講者氏名

勤務先名 TEL：

受講票 送信先
□勤務先 □自宅 ※どちらかに☑印をして下さい。

TEL： FAX：

ＦＡＸ送信先：三重県本部 ０５９－３５１－１８３３

公益社団法人 全日本不動産協会三重県本部

申込方法

全日ステップアップトレーニングとは

受講料納入先

百五銀行 四日市駅前支店 普通預金 ６２６７６３ シャ）ゼンニホンフドウサンキョウカイミエケンホンブ

開催日時 平成30年7月12日（木） 9：30～16：10

開催場所 じばさん三重 研修室５
四日市市安島1丁目3-18 TEL 059-353-8100

受 講 料 協会員 3,000円 一般 7,500円（テキスト代含む）

申込締切日 平成30年６月２２日（金）※先着順に受付定員30名

今年度は
【賃貸基礎編】を
実施します！

会員各位


